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第１章 基本的な考え方 

 １ 計画策定の趣旨 

平成１１年６月に施行された男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）で

は、男女共同参画社会について、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担

うべき社会」であると規定しています。この法律の規定に基づき、国では、令和２年１

２月に第５次男女共同参画基本計画を策定しました。 

また、宮城県においては、宮城県男女共同参画推進条例の規定に基づき、令和３年３

月に宮城県男女共同参画基本計画（第４次）を策定し、男女共同参画社会の実現に向け

施策を進めています。 

男女共同参画の取組は少しずつ広まってきていますが、固定的な性別役割分担意識、

性差に関する偏見や社会制度・慣行等は根強いものがあり、依然として男女共同参画の

理念が町内に浸透しているとは言えない状況です。 

このため、町民だれもがその個性と能力を十分に発揮し、生きがいを持って生活でき

る社会を目指す男女共同参画の理念及び推進の必要性を町民に広く普及啓発し、新し

い令和の時代を切り拓く基盤となることを目指して、男女共同参画社会の形成を促進

すべく、本計画を策定します。 

 

 ２ 計画の位置付け 

本計画は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく、本町における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画です。 

併せて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号）第２条の３第３項に基づく、本町における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画として位置付けます。 

さらに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）

第６条第２項に基づく、本町における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画としても位置付けます。 

本計画は、「松島町長期総合計画後期基本計画」を踏まえた部門別計画であり、関連

する計画と連携を図りながら、本町の男女共同参画を積極的に進めるものとします。 

 

 ３ 計画の期間 

計画の期間は、「松島町長期総合計画後期基本計画」との連携を図り、さらに国にお

ける「男女共同参画基本計画（第５次）」および「宮城県男女共同参画基本計画（第４

次）」の計画期間を踏まえ、令和５年度から令和７年度までの３年間とします。ただし、

社会情勢の変動等に合わせ、必要に応じて見直しを行います。 
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 ４ 計画の推進 

社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進していくために、町のすべての事

業について、男女共同参画の視点に配慮することを推進します。 

また、町民、町民グループ、事業者及びＮＰＯ等各種団体の理解と協力を得るととも

に、家庭、職場、地域における町民及び事業者の自主的な活動及び男女共同参画社会の

実現の取り組みへの積極的な参加を働きかけます。 

 

 ５ 計画の体系 

基  本  目  標 

 施  策  の  方  向 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 （１） 意思決定過程への女性の参画促進 

２ 男女共同参画社会に向けた意識改革 

 （１） 男女共同参画に関する普及啓発活動の充実 

（２） 地域活動における男女共同参画の促進 

３ 家庭生活における男女共同参画の実現 

 （１） 男女が協力し、責任を担っていくための意識啓発 

（２） 育児及び介護に関する社会的支援の充実 

（３） ＤＶ（配偶者等からの暴力）の根絶 

４ 学校教育における男女共同参画の促進 

 （１） 男女共同参画に関する理解の促進 

（２） キャリア形成を支援する情報提供 

５ 職場における女性の活躍推進 

 （１） 職場における女性の参画の促進 

（２） ワーク・ライフ・バランスの推進 

６ 防災・災害時における男女共同参画の推進 

 （１） 女性の意思を反映させた防災施策の実施 

（２） 地域の防災や災害時における女性の役割向上 
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第２章 男女共同参画の推進に関する施策 

 

 基本目標１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

本町における地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等の女性委員比率は、令

和４年４月現在で２０．７％であり、男女が対等に参画している状況とは言えませ

ん。 

政策・方針決定過程への女性の参画は、男女共同参画社会の実現の基礎となるも

のです。それにより施策により多くのニーズを反映し、多様な価値観と発想を取り

入れることができます。 

政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、女性の人材の育成・活

用に努め、男女共同参画の視点を取り入れる必要があります。 

 

  男女共同参画の推進に関する施策の方向 

   （１）意思決定過程への女性の参画促進 

本町における今後の活性化には、女性の多様な視点及び様々な能力の活用が不

可欠です。 

本計画期間内に、町の審議会等の女性委員比率を３０％まで引き上げ、政策・

方針決定過程への女性の参画を引き続き推進していきます。 

また、町の職員については、令和５年３月に策定した「松島町特定事業主行動

計画」に基づき、今後とも職員の意欲と能力の把握に努め、職務経験の付与や能

力を向上・発揮させる機会の確保について、男女の隔たりがないように配慮して

女性職員の登用に努めていきます。 

施  策  の  項  目 

１ 審議会等委員の女性登用の推進 

２ 女性の参画・登用に関する事業者及び団体等に対する働きかけ・情報提供 
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 基本目標２ 男女共同参画社会に向けた意識改革 

 

現在も家庭や地域、職場などに根強く残っている「女性は家事と育児、男性は労

働」というような固定的性別役割意識は、男女共同参画社会の実現を妨げる要因に

なっています。全ての町民が、男女共同参画を身近にとらえられるよう啓発活動を

実施していく必要があります。 

また、年代・性別、障害の有無、性的指向と性自認、国籍等に関わらず、町民が

安心して住み続けることができる多様性（ダイバーシティー）に富んだ豊かな地域

づくりのため、誰もが、様々な地域の活動に積極的に参画し、ともに責任を担って

いくような環境整備が求められています。 

 

  男女共同参画の推進に関する施策の方向 

   （１）男女共同参画に関する普及啓発活動の充実 

社会・組織の今後の活性化には、女性の多様な視点及び様々な能力の活用が欠

かせません。 

そのためには、あらゆる世代の人々が、それぞれの身近で切実な問題を切り口

として、男女共同参画の重要性についての認識を継続的に深めることができるよ

う、セミナーなどの普及啓発活動を実施します。 

施  策  の  項  目 

３ 男女共同参画に関する普及啓発事業の実施 

 

   （２）地域活動における男女共同参画の促進 

ＰＴＡ、自治会・町内会、各種ボランティアなど様々な活動の場において男女

共同参画が進み、これらの活動の方針決定の場への女性の参画が拡大するよう情

報提供を行います。 

施  策  の  項  目 

４ 地域活動への参画促進のための情報提供 
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 基本目標３ 家庭生活における男女共同参画の実現 

 

男女共同参画の推進の基礎は家庭であり、家庭内の相互理解及びコミュニケーシ

ョンを深めることとともに、人権を互いに尊重するという意識づくりが大切です。 

互いに協力し合って家事等を行うことのできる環境の整備及び核家族化、母子・父

子家庭の増加、家庭や地域における子育ての多様化に対応出来る育児や介護を支え

る質の高い社会的支援体制の整備が求められています。 

また、ＤＶ（配偶者等からの暴力）や性暴力・児童虐待などは、生命や身体を脅か

す犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女平等・男女共同参画の視点

に立った社会づくりを大きく阻害するもので、暴力を容認しない社会環境の整備が

必要です。 

 

  男女共同参画の推進に関する施策の方向 

   （１）男女が協力し、責任を担っていくための意識啓発 

男女を問わず、あらゆる年代の町民が男女共同参画をそれぞれの身近な問題と

して認識し、家族がコミュニケーションを図り、協力し合いながら、家事等につい

てそれぞれの責任を担っていくことができるよう、意識の啓発を行います。 

施  策  の  項  目 

５ 互いに支え合う家庭生活に関する情報及び学習機会の提供 

 

   （２）育児及び介護に関する社会的支援の充実 

育児負担や介護負担を抱えている方に手厚い支援が行き届くよう、利用者のニ

ーズを踏まえた保育及び介護サービス体制を整備・充実させ、併せて、町全体の機

運醸成に努めます。 

施  策  の  項  目 

６ 育児及び介護支援体制の整備及び情報提供 

 

   （３）ＤＶ（配偶者等からの暴力）の根絶 

ＤＶや性暴力・児童虐待などのあらゆる暴力を容認しないという社会的認識を

醸成し、また、警察など関係機関と連携して、これらの暴力の発生を防ぐための環

境づくりを推進します。 

施  策  の  項  目 

７ 暴力の発生を防ぎ、根絶するための意識啓発 
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 基本目標４ 学校教育における男女共同参画の促進 

 

人間の意識及び価値観の形成の役割を果たす学校教育の場において、人権尊重を

基盤とした男女共同参画の意義の理解を促進していく必要があります。 

また、社会情勢や労働環境の変化に対応し、適切な進路又は職業を選択することが

できるような情報提供や意識啓発を推進します。 

 

  男女共同参画の推進に関する施策の方向 

   （１）男女共同参画に関する理解の促進 

学校における人権及び男女共同参画の教育環境充実のため、教職員の資質向上

に取り組むとともに、幼稚園、保育所、こども園、学校、家庭、地域が協働し時代

に適応した情報環境の整備を図ります。 

そのためには、教職員、保護者等が男女共同参画に関する理解を深められるよう

意識の啓発等の取組を促進します。 

施  策  の  項  目 

８ 人権及び男女共同参画に関する理解の促進 

 

   （２）キャリア形成を支援する情報提供 

児童・生徒が、性別にかかわらず、主体的に進路・職業を選択する能力を身に付

け、かつ、情報環境を整備し、情報・国際化の幅広い社会でその能力及び個性を発

揮するため、男女共同参画に関する情報を提供します。 

施  策  の  項  目 

９ グローバル化に対応したキャリア教育の推進 
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 基本目標５ 職場における女性の活躍推進 

 

近年、人口減少や少子高齢化、ライフスタイルの多様化などにより、女性の労働力

がますます求められています。 

女性の職業生活における活躍を進めるためには、職場全体でワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の調和）を推進します。また、男女が共に多様な生き方・働き方を

実現でき、ゆとりがあり豊かで活力にあふれ、生産性が高い多様で柔軟な働き方のニ

ーズに対応できるような環境を整備することが必要です。 

 

  男女共同参画の推進に関する施策の方向 

   （１）職場における女性の参画の促進 

男女の雇用の均等な機会及び待遇を平等に確保し、女性が能力を十分に発揮で

きる職場環境が実現されるように、宮城県等関連機関と連携し、就業を希望する女

性が職業能力を開発するための機会、情報を提供するとともに、事業者に対して働

きかけます。 

施  策  の  項  目 

１０ ポジティブ・アクション（女性の参画を促進する取組）の普及啓発 

 

   （２）ワーク・ライフ・バランスの推進 

男性が育児や介護など各分野へ参画できるよう労働環境の整備や長時間労働の

抑制及びテレワーク等の多様な働き方を改革し、ワーク・ライフ・バランスを推進

させるための意識啓発を進めます。 

また、男女が共に働きやすい環境の整備及び保育・介護サービスなど社会的支援

体制の充実を促進します。 

施  策  の  項  目 

１１ 仕事と家庭の両立に関する意識啓発 

１２ 育児・介護休業制度の普及拡充及び制度を利用しやすい環境づくりの促

進 
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基本目標 ６ 防災・災害時における男女共同参画の推進 

 

  今後起こりうる災害の対応においては、平常時における避難路・避難表示・避難所等の

防災施設の整備や防災備蓄品等を整備する際に女性の意見を反映させるなど女性の参画

を促進し、男女共同参画の視点を防災施策に反映させる必要があります。 

  また、災害が発生した際に避難所の開設・運営に男女双方が参画し、男女共同参画の視

点に立った管理運営が求められています。 

 

男女共同参画の推進に関する施策の方向 

（１）女性の意思を反映させた防災施策の実施 

防災分野への女性の参画促進の重要性を認識するとともに、国の第５次男女共同

参画基本計画を踏まえ、女性の意思及び意見を公正に反映させるため、町の防災会

議への女性の登用率向上を図ります。 

施  策  の  項  目 

１３ 防災会議への女性登用の促進及び人材の育成 

 

（２）地域の防災や災害時における女性の役割向上 

近年多発しているこれまでに経験したことのない大雨による水害等の災害時の避

難及び避難所の運営についても、女性の意見を取り入れることが喫緊の課題となっ

ています。 

このため、地域において災害時に女性が役割を果たせるよう防災訓練、防災研修会

等を実施し、災害の対応に必要な知識の習得を行います。 

施  策  の  項  目 

１４ 地域において女性が主体的に防災・復興の役割を果たせるための啓発 
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第３章 推進体制 

男女共同参画に関する施策は広範・多岐にわたることから、本計画を着実に推進して

いくため、町の各課・各機関が一体となって取り組みます。 

また、宮城県と緊密な連携を図り、男女共同参画の推進に関する取組を総合的に推進

します。 

 

 １ 庁内推進体制の整備 

本計画を総合的かつ効果的に推進するため、松島町男女共同参画推進本部を設置し、

全庁的に施策に取り組むとともに、総務課が主体となって、関係各課との調整・連携を

図りながら、職員の男女共同参画に関する意識の啓発に努めます。 

 

 ２ 住民参画の促進 

町民及び町民グループ、事業者等に対する情報提供を行い、広く男女共同参画の推進

を働きかけて事業を展開するとともに、男女共同参画に関する自主的な取り組みに対

する支援を行います。 

 

 ３ 関係団体や事業者との連携 

経済団体や福祉団体、民間非営利活動団体（ＮＰＯ）等各種団体や事業者と連携し、

相互に協力し合える体制づくりを進めます。 

 

 ４ 計画の進行管理 

計画の実効性を確保するため、男女共同参画担当部署である総務課が中心となって

計画の進捗状況を把握し、定期的に計画の進行管理を行います。 
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参考資料 

 １ 男女共同参画に関するアンケート結果 

 ２ 男女共同参画社会基本法  

 ３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
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参考資料１ 

松島町男女共同参画基本計画 住民意識調査 

 

対 象  松島町に住所のある１８歳以上の男女  １，０００人 

調査時期 令和４年９月 

回答数  ３４３人 

 

あなた自身のことについて 

 

 

 
 

 

 

10.2% 14.3% 16.3% 17.2% 19.5% 22.4%

問1 あなたの年齢は

1（10～20歳代） 2（30歳代） 3（40歳代）

4（50歳代） 5（60歳代） 6（70歳以上）

39.1% 60.6% 0.3%

問2 あなたの性別は

1（男性） 2（女性） 3（自由記入）

64.4% 14.0% 21.3% 0.3%

問3 あなたは結婚していますか（事実婚、内縁関係も含む）

1（既婚） 2（死別・離別） 3（未婚） 未記入
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28.3% 16.0% 2.9% 17.2%

問4 【問3で1と回答した方】ご夫婦は現在、働いていますか

1（共働き） 2（夫だけ働いている）

3（妻だけ働いている） 4（夫婦とも働いていない）

30.6%
2.0%

6.1% 15.5%
2.3%

6.1%
3.8%

7.9% 23.3%

0.9%1.5%

問5 あなたの職業は

1（正社員・正職員） 2（会社や団体の役員）

3（派遣社員・契約社員） 4（パート・アルバイト）

5（農林漁業） 6（自営業（家族従業員）

7（学生） 8（家事・育児・介護に専念）

9（無職） 10（その他）

未記入

71.7% 27.1% 1.2%

問6 あなたにお子さんは

1（子ども有） 2（子ども無） 未記入
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男女共同参画に関することについて 

 

 

 

51.0%

65.0%

88.3%

48.7%

60.6%

26.2%

20.1%

8.2%

25.7%

23.6%

22.7%

14.3%

2.9%

25.7%

15.2%

「男女共同参画社会」

「ジェンダー」

「セクシャル・ハラスメント」

「ワーク・ライフ・バランス」

「LGBTQ」

問1 次の言葉をご存じですか

1（知っている） 2（聞いたことがある） 3（知らない） 未記入

9.9% 51.6% 28.0%
1.5%

6.7%
2.3%

問２ 社会全体における男女の平等について
関心やお考えをお持ちですか

1（非常に関心を持っている） 2（関心を持っている）

3（あまり関心を持っていない） 4（全く関心がない）

5（わからない） 未記入

6.4%

19.0%

13.7%

17.2%

48.7%

29.2%

12.0%

25.7%

49.0%

35.6%

44.9%

35.3%

40.2%

35.9%

46.4%

18.1%

29.7%

20.1%

6.4%

15.7%

29.7%

1.5%

3.2%

8.7%
1.5%

0.3%

2.3%

1.5%

0.9%

0.3%

2.3%

0.6%

0.0%

0.9%

0.6%

17.5%

9.3%

9.0%

14.3%

7.9%

9.6%

19.5%

(ア)学校教育の場

(イ)職場

(ウ)家庭生活

(エ)地域社会

(オ)政治の場

(カ)慣習・しきたり

(キ)防災・復興

問3 各分野で男女の地位は平等になっていると思いますか

1（男性の方が優遇） 2（どちらかといえば男性の方が優遇）

3（平等） 4（どちらかといえば女性の方が優遇）

5（女性の方が優遇） 6（わからない）

未記入



- 14 - 

 

 

 

 
 
 
 
 

17.5% 28.3% 19.5% 12.5% 19.8%

問4 結婚して家庭を持ったことで、性別による役割の
不公平を感じたことはありますか

1（まったくない） 2（たまにある） 3（時々ある）

4（かなりある） 5（未婚） 未記入

62.7% 27.4% 3.2% 6.1%

問5 政策を立案し決定する際に、町議会議員・町の公職に
女性が就いて、意見を反映するようにした方が良いと
思いますか

1（そう思う） 2（どちらとも言えない） 3（そうは思わない）

4（わからない） 未記入

12.5%
4.4%

16.3%
31.8%

28.3%
1.2%

5.5%

1男性の意識啓発のための研修
2女性の意識啓発のための研修

3女性リーダーの育成研修
4地域に対する普及・啓発等の働きかけの推進

5男女共同参画が進んでいる地域の情報提供
6その他
未記入

問6 地域において男女共同参画を進めていくためには、
どのようなことが必要だと思いますか
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48.7% 33.5% 3.5%
1.7%

11.7%
0.9%

問7-2「男性の育児休暇取得」についてどう思いますか

1積極的に取得した方がよい 2どちらかといえば取得した方がよい
3どちらかといえば取得しない方がよい 4取得しない方がよい
5わからない 未記入

10.8% 39.9% 27.4% 13.4% 4.4% 4.1%

問7-3 男性が「育児休業を取得できない」又は
「取得しない」理由はなぜだと思いますか

1女性の方が育児に適していると思う 2職場の理解が得られない

3仕事に支障がある 4収入が減少する

5わからない 6その他

未記入

49.9%
17.5%

51.0%
17.5%

30.6%
24.5%

4.4%
4.7%

0.3%

1男性が家事や育児に参加することに、男性自身の抵抗感をなくす

2男性が家事や育児に参加することに、女性の抵抗感をなくす

3労働時間短縮や休暇制度の充実を進める

4在宅勤務制度（テレワーク）を促進する

5男性が家事や育児の技能を高められるよう、講習会や情報提供を行う

6仕事と生活の両立等について、男性が相談しやすい窓口を設ける

7特にない

8わからない

9その他

問7-4 今後、男性が家事や育児に積極的に参画するために

どのようなことが必要だと思いますか

9.9% 87.5% 2.6%

問7-1「育児休業」を取得したことがありますか

1（ある） 2（ない） 未記入
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24.5%
14.3%

4.1%
7.9%

53.4%
0.6%

1自分の親
2配偶者の親

3配偶者
4その他の親族

5介護をしたことはない
6その他

問8-1 家族・親族等の介護をした（している）ことが

ありますか（日常的にした場合のみ）

3.8% 84.0%
0.6%

6.4%
0.9%

4.4%

問8-2 家族・親族を介護する場合、家族内における
分担について、あなたはどう思いますか

1女性が受け持つ方がよい 2男女が共同して分担する方がよい

3男性が受け持つ方がよい 4わからない

5その他 未記入

2.0% 95.9% 2.0%

問8-3 「介護休業」を取得したことがありますか

1取得したことがある（している） 2取得したことがない 未記入

42.6% 39.1%
1.7% 2.3%

13.1%
1.2%

問8-4 「男性の介護休業取得」についてどう思いますか

1積極的に取得した方がよい 2どちらかといえば取得した方がよい

3どちらかといえば取得しない方がよい 4取得しない方がよい

5わからない 未記入
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4.7% 35.3% 30.9% 15.7% 5.2%
0.3% 7.9%

問8-5 男性が「介護休業を取得できない」又は
「取得しない」理由はなぜだと思いますか

1女性の方が介護に適している 2職場の理解が得られない
3仕事に支障がある 4収入が減少する
5わからない 6その他
未記入

45.5%
12.2%

53.6%
15.7%

36.7%
31.5%

41.1%
2.0%

4.1%
0.3%

1介護に参加する、男性自身の抵抗感をなくす
2男性が介護に参加することに、女性の抵抗感をなくす

3労働時間短縮や休暇制度の充実を進める
4在宅勤務制度（テレワーク）を促進する

5介護の技能を高められる講習会や情報提供を行う
6仕事と生活の両立等について、男性が相談しやすい窓口を設ける

7介護を男女で分担することの教育をする
8特にない

9わからない
10その他

問8-6 男性が介護に積極的に参画するためには、どのよう
なことが必要だと思いますか

52.5% 31.5% 5.8% 7.6% 2.6%

問9-1ア 性的な冗談やからかい・質問などをされた（した）
ことがある

1（ない） 2（時々あった） 3（かなりあった） 4（わからない） 未記入

63.0% 21.3% 5.2% 7.3% 3.2%

問 9-1イ 配偶者やパートナーから、精神的・身体的に嫌な
思いや不当な扱いを受けた（した）ことがある

1（ない） 2（時々あった） 3（かなりあった） 4（わからない） 未記入
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36.2%

39.9%

15.7%

49.6%

53.9%

27.7%

2.9%

6.4%

0.3%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

問9-2 配偶者やパートナーからの暴力を無くすためには、
どうしたらよいと思いますか

1 法律・制度の見直しや、新たな制度の整備
2 社会における男女の平等や女性の人権についての
教育・学習を進め、住民意識の高揚

3 被害者を支援し、暴力に対する住民運動の盛り上げ
4 被害者の相談機関や保護施設を整備
5 被害者が、被害届を出しやすい環境整備
6 犯罪の取り締まりの強化
7 特にない
8 わからない
9 その他

34.4%

17.8%

24.5%

27.7%

53.9%

58.9%

58.3%

53.1%

1.7%

8.7%

5.5%

5.5%

1.5%
1.7%

1.7%

0.9%

5.8%

9.6%

6.7%

9.3%

問10 学校における男女共同参画教育に関して、以下の項目
についてどの程度望みますか

1（強く望む） 2（望む）
3（あまり望まない） 4（望まない）
5（わからない） 未記入

（ア）生活指導や進路指導の場で男女の別によらず能力や個性をいかせるように配慮する

（イ）保護者や教員が男女共同参画について学ぶ機会をつくる

（ウ）男女平等及び相互理解についての学習を充実させる

（エ）互いの性や多様な性を尊重する教育を充実させる
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66.5%

62.7%

53.4%

47.5%

71.7%

53.9%

51.9%

2.3%

1.2%

問11-1 女性が働き続けるためには、どのようなことが必要
だと思いますか

１ 育児休業や介護休業等の制度の充実

２．保育・介護施設等の整備

３．多様な雇用形態（短時間勤務制度やフレックスタイム制、在宅勤務制度等）

９．わからない

36.4%

66.5%

54.2%

39.9%

49.9%

21.9%

36.7%

1.7%

5.2%

問11-2 女性の活躍を促進するためには、どのようなことが
必要だと思いますか

１．長時間労働の是正

２．男女の賃金・福利厚生などの職場における格差の是正

３．多様な雇用形態（短時間勤務制度やフレックスタイム制、在宅勤務制度等）の拡充

４．女性管理職の積極的な登用

５．男性の育児・介護等への補助制度の導入

６．意識啓発の為の研修・講演会の開催

７．女性採用比率の増加

４．労働条件の改善 

５．職場の理解や協力 

６．家族の理解や協力 

７．男性の意識の変化（男性の家事・育児参加） 

８．特にない 

８．特にない 

９．わからない 
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59.8%

63.3%

65.6%

30.3%

27.7%

27.7%

3.2%

2.3%

1.2%

0.6%

1.2%

1.2%

4.4%

3.8%

2.3%

1.7%

1.7%

2.0%

問12 東日本大震災以降、またコロナ禍の中、今後の災害に
備えて、性別による違いに配慮した取り組みが求めら
れておりますが、以下の項目についてどの程度必要だ
と思いますか

1（必要） 2（どちらかといえば必要）
3（どちらかといえば必要はない） 4（必要はない）
5（わからない） 未記入

42.3%

49.3%

45.8%

52.8%

52.2%

28.3%

37.6%

17.8%

16.6%

58.9%

問13 松島町に、今後、特に望まれることを次の項目から
選んで下さい（いくつでも）

（ア）防災計画の策定・復興まちづくりの内容を決める場に男女がともに参画 

（イ）避難所運営マニュアルに男女の視点を反映 

（ウ）男女のニーズの違いに配慮した避難所の設置、健康支援、相談体制を整備 

１．学校・地域における男女平等教育の充実 

 
２．多様な保育支援（一時的・夜間・緊急時等）の充実 

３．育児・介護休業制度を、企業や労働者へ普及啓発 

４．男女ともに家庭と仕事の両立など、労働条件改善の働きかけ 

５．男女の賃金・福利厚生等、職場における格差是正の働きかけ 

６．気軽に利用できる、女性相談窓口の設置 

７．町の政策や方針の決定の場に、女性を積極的に登用 

８．男女共同参画についての理解を深め、情報提供や交流の場となるセミナーを開催 

９．男女共同参画の、活動拠点となるセンターを設置 

10．高齢者・障害者を介護する人の社会参加支援のために、介護施設・サービスを充実 
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参考資料２ 

男女共同参画社会基本法（平成１１年６月２３日法律第７８号） 

 

改正 平成１１年７月１６日法律第１０２号 

同１１年１２月２２日同第１６０号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理

念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の

形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって 

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、 

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を 

形成することをいう。 

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 
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（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性

別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保される

ことその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固

定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及

ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんが

み、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をでき

る限り中立なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公

共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会

が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以

下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の

施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 
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第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとす

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本

計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

（３）内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成

し、閣議の決定を求めなければならない。 

（４）内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参

画基本計画を公表しなければならない。 

（５）前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同

参画計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に 

関する施策の大綱 

（２）前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関 

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

（３）市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 
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（４）都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならな

い。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国

際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社 

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 
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（３）前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣 

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（４）政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び 

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、 

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１）内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

（２）男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命 

する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならな

い。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総

数の１０分の４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要

な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する

者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必

要な事項は、政令で定める。 

附 則 （平成11年6月23日法律第７８号）抄 
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（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。 

附 則 （平成１１年７月１６日法律第１０２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成１３年1月６日） 

（１） 略 

（２） 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０

条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、

委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その

他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

（１）から（１０）まで 略 

（１１）男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過

措置は、別に法律で定める。 

附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

（以下略） 
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参考資料３ 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成２７年９月４日法律第６４号） 

改正 平成２９年３月３１日法律第１４号 

令和元年６月５日同第２４号 

同４年３月３１日同第１２号 

同４年６月１７日同第６８号 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条） 

第２節 一般事業主行動計画等（第８条―第１８条） 

第３節 特定事業主行動計画（第１９条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第２０条・第２１条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第２２条―第２９条） 

第５章 雑則（第３０条―第３３条） 

第６章 罰則（第３４条―第３９条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がそ

の個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活にお

ける活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成

１１年法律第７８号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、

その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、

基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、

もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他

の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の

実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、

教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及
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びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女

性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、

介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家

庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を

問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な

環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるこ

とを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に

関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての

基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立

に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策に協力しなければならない。 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総

合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以

下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

（２）事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な

事項 

（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 
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ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公

表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県

推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努め

るものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、

次条第１項に規定する一般事業主行動計画及び第１９条第１項に規定する特定事業主行動

計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主

行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

（１）事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

（３）その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇

用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行
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動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）計画期間 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女

の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割

合その他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職

業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘

案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第２号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働

時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定

めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければなら

ない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、

一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働

大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とする場合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申

請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその
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他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役

務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の

厚生労働省令で定めるもの（次項及び第１４条第１項において「商品等」という。）に厚生

労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表

示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条

の認定を取り消すことができる。 

（１）第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

（２）この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

（３）不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画

に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）第１３条の２に規定する業務を担当する者及び

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第

７６号）第２９条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労

働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）について

は、第８条第１項及び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第
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１２条の認定を取り消すことができる。 

（１）第１１条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

（２）第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

（３）第１３条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

（４）前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

（５）不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用す

る労働者の数が３００人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し

必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集

に従事しようとするときは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第１項及び

第３項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会そ

の他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定め

るもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で

定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援

助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に

行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認める

ときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項

で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第

５条の３第１項及び第４項、第５条の４第１項及び第２項、第５条の５、第３９条、第４１

条第２項、第４２条、第４８条の３第１項、第４８条の４、第５０条第１項及び第２項並び

に第５１条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法

第４０条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の

供与について、同法第５０条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する同条第２項

に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第３７条

第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする
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者」と、同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の規定の適用については、同法第３６条第２

項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者が

その被用者以外の者に与えようとする」と、同法第４２条の２中「第３９条に規定する募集

受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号）第１６条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」

とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について

報告を求めることができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承

認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、こ

れらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ

適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しよう

とする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動

計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実

施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即

して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）計画期間 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

（３）実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定

めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤

務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を

推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めな
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ければならない。この場合において、前項第２号の目標については、採用する職員に占める

女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職

員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員

に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公

表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が３００人を超える

ものに限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次

に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

（１）その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に

関する実績 

（２）その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実

績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよ

う、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なく

ともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する第１項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表す

るよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす

る女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に

関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

（１）その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関す
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る実績 

（２）その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実

績 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓

練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関

係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施するこ

とができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な

理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援する

ために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興

開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをい

う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特

例認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一

般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要

な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心

と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外にお

ける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を

行うものとする。 

（協議会） 
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第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事

務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）

は、第２２条第１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体

が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用

することにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果

的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第２２条第３項の規定

による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加え

るものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成

員として加えることができる。 

（１）一般事業主の団体又はその連合団体 

（２）学識経験者 

（３）その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）

が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その

旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が

定める。 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項

に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第７項

に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがで

きる。 

（公表） 



- 37 - 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項若しくは第２項の規定による公表をせず、若しく

は虚偽の公表をした第８条第１項に規定する一般事業主又は第２０条第３項に規定する情

報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第８条第７

項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受

けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５条、第１６条、第３０条及び前条に

規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県

労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安定法第４１条第２項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金に処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処

する。 

（１）第２２条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

（２）第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処

する。 

（１）第１６条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

（２）第１６条第５項において準用する職業安定法第３７条第２項の規定による指示に従わな

かった者 

（３）第１６条第５項において準用する職業安定法第３９条又は第４０条の規定に違反した者 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

（１）第１０条第２項（第１４条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

（２）第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第１項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

（３）第１６条第５項において準用する職業安定法第５０条第２項の規定による立入り若しく

は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述を

した者 

（４）第１６条第５項において準用する職業安定法第５１条第１項の規定に違反して秘密を漏

らした者 
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第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、第３４条、第３６条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過

料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第

２８条を除く。）及び第６章（第３０条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成

２８年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成３８年３月３１日限り、その効力を失う。 

２ 第２２条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り

得た秘密については、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第２８条の

規定（同条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、

なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過

措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

 （以下略） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

松島町男女共同参画基本計画（令和５年３月策定） 

 

〒981-021５ 

宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一 19 番地の 1 

松島町総務課総務管理班 

電 話 022-354-5701（代表） 

ＦＡＸ 022-354-3140 

e-mail soumukanri01@town.matsushima.miyagi.jp 


